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子ども発達センターたっく 安全計画  

◎安全計画 

（1）施設・設備・園外環境（散歩コースや緊急避難先等）の安全点検 

月 ４月 5月 6月 7月 

重点 

点検箇所 

・始業点検箇所の確認 

・避難経路点検 

・緊急連絡先確認 

・散歩持ち出し品点検 

・こいのぼり備品点検 

・散歩コース点検 

・散歩マップ作成 

・入口の鍵・門点検 

・扇風機・エアコン掃除 

・水遊び用具点検 

・屋外おもちゃ点検 

・園庭全体点検 

・日よけテント設置 

・害虫駆除掃除 

・水道・トイレ点検 

・なのはな遊具点検 

・室内おもちゃ点検 

・クモの巣とり 

・駐車場草取り 

月 8月 9月 10月 11月 

重点 

点検箇所 

・サーキュレーター掃除 

・避難経路点検 

・通路点検 

・窓・カーテン掃除 

・オータムフェスティバ

ル備品点検 

・扇風機・エアコン掃除 

・加湿器点検 

・散歩：大久保公園点

検 

・屋外おもちゃ点検 

・園庭全体点検 

・散歩：畑点検 

・加湿器設置 

・クリスマス備品点検 

・餅つき備品点検 

・換気扇掃除 

・エアコン掃除 

月 12月 1月 2月 3月 

重点 

点検箇所 

・お正月備品点検 

・散歩：畑点検 

・室内おもちゃ点検 

・遠足下見 

・避難経路点検 

・なのはな遊具点検 

・サーキュレーター掃除 

・緊急連絡先確認 

・園庭全体点検 

・屋外おもちゃ点検 

・避難経路点検 

・室内おもちゃ点検 

・水道・トイレ点検 

・散歩マップ見直し 

（2）マニュアルの策定・共有 

分野 策定時期 見直し（再点検）予定時期 掲示・管理場所 

事故防止マニュアル 令和 6年 1月 16日 令和 6年 9月 設置：玄関  

管理：職員室  □食事 令和 6年 9月 

 □午睡 令和 6年 9月 

 □水遊び 令和 6年 9月 

 □施設外療育 

（散歩・行事活動） 
令和 6年 9月 

災害時マニュアル 令和 5年 4月 1日 令和 6年 10月 管理：職員室 

119番対応時マニュアル 令和 5年 4月 1日 令和 6年 11月 管理：職員室 

不審者対応時マニュアル 令和 5年 4月 1日 令和 6年 12月 管理：職員室 

 

 

 

 

 



◎児童・保護者に対する安全指導等 

（1）児童への安全指導（たっくの生活における安全、災害や事故発生時の対応、交通安全等） 

4～6月 7～9月 

・散歩等、戸外活動時の道路の歩き方、渡り方や公園等

現地での遊び方を指導する 

・体調の変化やけがをしたらすぐに大人に伝えるように

日頃から伝える 

・地震発生時の身の守り方を訓練する 

・園内の危険な場所を教える（階段や扉等） 

・室内では走らない等、適切な遊び方を伝える 

・水あそびの危険と適切な遊び方を指導する 

・熱中症対策について指導する（水分補給・帽子をかぶ

る等） 

10～12月 1～3月 

・健康管理や衛生管理について指導する（手洗いうがい

の大切さ等） 

・不審者対応訓練を行いながら、防犯への意識を高める 

・療育活動の中で、こども自身が危険・安全について考

える機会を作る 

・戸外での歩き方を再確認する 

・食育活動を通して包丁や調理器具の安全な使用方法

について指導する 

・地震発生時の身の守り方を訓練する 

（2）保護者への説明・共有 

通年 

・安全計画及び安全に関する取り組みの内容について掲示し周知を図る 

・こどもの取り組み状況について共有し、家庭でできる支援について送迎時や面談で検討する 

・こどもと実施している訓練のねらいや参加状況を伝え、家庭での災害発生時のこどもの対応について検討す

る（避難訓練：月 1回実施・引き渡し訓練：年 2回実施） 

・保健だよりの配布・掲示を通じて、流行の感染症対策や衛生管理の指導法について周知する（4 月・7 月・

10月・1月・3月発行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎訓練・研修 

（1）訓練のテーマ・取組  その他の研修や訓練は必要に応じて実施時期を変更していく 

月 ４月 5月 6月 7月 

避難 

訓練等 

※１ 

・避難（地震） 

・消火（給食室） 

・避難（地震） 

・消火（給食室） 

・避難（地震） 

・消火（シャワー室） 

・避難（地震） 

・消火（シャワー室） 

その他 

※２ 

・安全計画の周知・研

修 

・引き渡し訓練 

・アレルギー対応・エピ

ペンの使用法について 

・AED の使用法につい

て 

・不審者対応訓練 

月 8月 9月 10月 11月 

避難 

訓練等 

※１ 

・避難（地震） 

・消火（駐車場） 

・避難（地震） 

・消火（建物裏） 

・避難（火災） 

・消火（給食室） 

・避難（火災） 

・消火（防災倉庫） 

その他 

※２ 

・119番通報訓練 ・防災物品の確認 ・安全計画の周知・研

修 

・不審者対応訓練 

月 12月 1月 2月 3月 

避難 

訓練等 

※１ 

・避難（地震） 

・消火（給食室） 

・避難（地震） 

・消火（シャワー室） 

・避難（地震） 

・消火（給食室） 

・避難（地震） 

・消火（給食室） 

その他 

※２ 

・嘔吐・感染症訓練 ・引き渡し訓練 ・不審者対応訓練 ・来年度の安全計画の

策定 

※1「避難訓練等」…消防法の規定に基づき定期的に実施する避難及び消火に対する訓練 

※2「その他」…「避難訓練等」以外の 119 番通報、救急対応（心肺蘇生法、気道内異物除去、AED・エピペン

の使用等）、不審者対応等 

（2）訓練の参加予定者（全員参加を除く） 

訓練内容 参加予定者 

避難訓練・引き渡し訓練 当日に登園している児童と保護者、出勤職員 

その他訓練 当日に出勤している職員（安全計画の周知・研修は全員参加） 

（3）職員への研修・講習 

通年 

・計画に基づいた研修・訓練の実施 

・アレルギー確認の申し合わせ 

・その他必要と思われる外部研修への参加（随時） 

（4）行政などが実施する訓練・講習スケジュール ※所属する自治体・関係団体等が実施する各種訓練・講習ス

ケジュールについて参加めどにかかわらずメモする 

確認中 ※日程調整のできる範囲で参加していく 

 

 



◎再発防止策の徹底 

・過去の事故事例やヒヤリハット事例に目を向け、その都度原因や経過等を分析、精査する 

・その月のヒヤリハット事例をまとめ、朝礼にて周知・対策を共有する 

◎その他の安全確保に向けた取組 

・警察や消防等、地域の関係者と連携した研修や講習を計画していく 

・出欠確認：口頭での伝達ミスが起きないよう、メールを活用し連絡を行う 

・出席予定の児童が登園しない場合：登園時間 30 分後に再度メールでの欠席連絡が届いているか確認を

し、確認が取れない場合は緊急連絡先に電話連絡を行う 

 


